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(57)【要約】
【課題】開閉扉を開放状態から閉鎖状態へ変移させるの
に費やされる時間を短縮し、開閉扉の１回当たりの開放
時間を大幅に短縮させることができるパチンコ遊技機を
提供すること。
【解決手段】パチンコ遊技機は、ソレノイド８８を駆動
源とし開閉扉８１を開放駆動する扉開放駆動機構８３と
、電動モータ９１を駆動源とし開閉扉８１を閉鎖駆動す
る扉閉鎖駆動機構８４と、ソレノイド８８への通電を制
御するとともに電動モータ９１への通電を制御する遊技
制御基板５０とを備え、遊技制御基板５０は、ソレノイ
ド８８へ通電が開始されることによって開閉扉８１が全
開した第１時点t1から、ソレノイド８８への通電が終了
される第２時点t2よりも前の第３時点t3までの期間内に
おいて、電動モータ９１へ通電を開始する制御を行う。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定条件を満たすと大当たりとなり、遊技盤に設けられた大入賞口装置の開閉扉を開閉
動作するパチンコ遊技機において、
　ソレノイドを駆動源とし前記開閉扉を開放駆動する扉開放駆動機構と、
　電動モータを駆動源とし前記開閉扉を閉鎖駆動する扉閉鎖駆動機構と、
　前記ソレノイドへの通電を制御するとともに前記電動モータへの通電を制御する制御手
段と、
　を備え、
　前記制御手段は、
　前記ソレノイドへ通電が開始されることによって前記開閉扉が全開した第１時点から、
前記ソレノイドへの通電が終了される第２時点よりも前の第３時点までの期間内において
、前記電動モータへ通電を開始する制御を行う
　ことを特徴とするパチンコ遊技機。
【請求項２】
　所定条件を満たすと長大当たり、短大当たり又は小当たりとなり、遊技盤に設けられた
大入賞口装置の開閉扉を開閉動作するパチンコ遊技機であって、前記長大当たりは、大量
の遊技球の入賞を可能にする大当たりであり、前記短大当たりは、前記長大当たりと比べ
て遊技球の入賞が困難な大当たりであり、前記小当たりは、前記開閉扉が前記短大当たり
時の開閉動作と同一又は類似の開閉動作を行うものであるパチンコ遊技機において、
　ソレノイドを駆動源とし前記開閉扉を開放駆動する扉開放駆動機構と、
　電動モータを駆動源とし前記開閉扉を閉鎖駆動する扉閉鎖駆動機構と、
　前記ソレノイドへの通電を制御するとともに前記電動モータへの通電を制御する制御手
段と、
　を備え、
　前記制御手段は、
　小当たり、及び、互いに同一のラウンド数をもつ長大当たり、短大当たりを発生させる
制御を行うよう構成されるとともに、
　前記小当たり発生時及び前記短大当たり発生時に、前記開閉扉が互いに同一又は類似の
開閉パターンで開閉動作するよう制御し、かつ、前記ソレノイドへ通電が開始されること
によって前記開閉扉が全開した第１時点から、前記ソレノイドへの通電が終了される第２
時点よりも前の第３時点までの期間内において、前記電動モータへ通電を開始する制御を
行う
　ことを特徴とするパチンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機、詳しくは、所定条件を満たすと大当たりとなり、遊技盤に
設けられた大入賞口装置の開閉扉を開閉動作するパチンコ遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、デジパチタイプのパチンコ遊技機は、始動口への遊技球の入賞を契機として、
遊技者に有利な特別遊技状態（大当たり）を発生させるか否かを判定し、大当たりを発生
させる場合、大入賞口装置の大入賞口を所定ラウンド数だけ開放して多数の遊技球の払い
出しを可能にしている。
【０００３】
　最近、この種のパチンコ遊技機として、所定ラウンド数N（例えば、N＝１５）の長大当
たり（各ラウンドにおける大入賞口の開放時間が長く、大入賞口へ遊技球が入賞し易い大
当たり）と、他の所定ラウンド数M（例えば、M＝２）の短大当たり（各ラウンドにおける
大入賞口の開放時間が短く、大入賞口への遊技球の入賞が困難であるが、当該短大当たり
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終了後の遊技状態を大当たりの発生し易い確変遊技状態へ移行させる大当たり）と、短大
当たり時のラウンド数Mと同じ回数K（K＝M）だけ大入賞口を開放し、かつ、短大当たり時
の開閉扉の開閉動作パターンと同一又は類似の開閉動作パターンで開閉扉を開閉動作させ
ることにより、遊技者に対して、開閉扉の開閉動作を見ても短大当たりが発生したかどう
か分からなくするための小当たりとを発生させるパチンコ遊技機が出現している。
【０００４】
　しかし、上記のような、長大当たりと短大当たりと小当たりとを発生させるパチンコ遊
技機には、長大当たりのラウンド数Nと短大当たりのラウンド数Mが異なるため、遊技機に
関連する法律、規則により、長大当たりと短大当たりの各ラウンド数N及びMを報知するラ
ウンド数表示器を設けることが義務付けられている。したがって、遊技者は、このラウン
ド数表示器の表示を見ることによって、ラウンド数表示器にラウンド数Mが表示された場
合には、短大当たりが発生したことを容易に確認することができ、一方、ラウンド数表示
器に表示がされなかった場合には、小当たりが発生したことを容易に確認することができ
、このため、短大当たりか小当たりかが判別可能となり、小当たりを設けた意義が薄れて
いる。
【０００５】
　本発明は、小当たりを設けた意義を高めることを基本的課題としており、長大当たりの
ラウンド数Nと短大当たりのラウンド数Mを同一にすることにより、ラウンド数表示器を設
ける法律、規則上の義務を回避し、短大当たりが発生したのか小当たりが発生したのか遊
技者にとって殆ど不明な状況をつくり出し、遊技の興趣を増進させることを基本的課題と
する。
【０００６】
　上記基本的課題を解決するためには、例えば、長大当たりのラウンド数Nを「１５」に
設定した場合、短大当たりのラウンド数Mを「１５」に設定し、かつ、小当たり時の大入
賞口の開放回数Kを「１５」に設定する必要がある。
【０００７】
　しかし、小当たりには、法律、規則上、大入賞口の総開放時間は１.８秒以下であるこ
とと規定されており、小当たり時の大入賞口の開放動作回数Kを「１５」に設定した上で
上記規定を遵守するためには、大入賞口の１回当たりの開放時間を極めて短く設定する必
要がある。
【０００８】
　従来、開閉扉の駆動制御は、駆動源としてソレノイドを用い、ソレノイドへ通電するこ
とによって開閉扉を開放動作させ、ソレノイドへの通電を停止したときのコイルばねの弾
性復帰力により開閉扉を閉鎖動作させている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－６１６７５公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、従来の開閉扉駆動制御によると、コイルばねの弾性復帰力を利用して開閉扉を
閉鎖動作させているため、開閉扉を開放状態から閉鎖状態へ変移させるのに費やされる時
間が比較的長くなり、短大当たりのラウンド数M及び小当たりの開放回数Kを長大当たりの
ラウンド数Nと一致させるべく開閉扉の１回当たりの開放時間を大幅に短縮させることは
困難である。
【００１０】
　本発明は、上記の点にかんがみなされたものであり、開閉扉を開放状態から閉鎖状態へ
変移させるのに費やされる時間を短縮し、開閉扉の１回当たりの開放時間を大幅に短縮さ
せることができるパチンコ遊技機を提供することを目的とする。
【００１１】
　また、本発明は、開閉扉の１回当たりの開放時間を大幅に短縮させることにより、短大
当たりのラウンド数M及び小当たりの開放回数Kを長大当たりのラウンド数Nと一致させる
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ことを可能にするパチンコ遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明のパチンコ遊技機は、所定条件を満たすと大当たりとなり、遊技盤に設けられた
大入賞口装置の開閉扉を開閉動作するパチンコ遊技機において、ソレノイドを駆動源とし
前記開閉扉を開放駆動する扉開放駆動機構と、電動モータを駆動源とし前記開閉扉を閉鎖
駆動する扉閉鎖駆動機構と、前記ソレノイドへの通電を制御するとともに前記電動モータ
への通電を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記ソレノイドへ通電が開始
されることによって前記開閉扉が全開した第１時点から、前記ソレノイドへの通電が終了
される第２時点よりも前の第３時点までの期間内において、前記電動モータへ通電を開始
する制御を行うことを特徴とする。
【００１３】
　本発明のパチンコ遊技機において、ソレノイドへ通電が開始されると、扉開放駆動機構
により、開閉扉は開放動作を開始し全開状態となる。開閉扉が全開状態となった後も通常
はソレノイドへの通電が継続されて開閉扉は全開状態に維持されるが、ソレノイドは、磁
力によってプランジャーを吸引しており、この磁気吸引力は比較的小さいため、開閉扉が
全開状態にあるとき、プランジャーへの磁気吸引力よりも大きな反対方向の離隔力を外部
からプランジャーに加えることにより、プランジャーを反対方向へ引き離し、開閉扉を全
開状態から閉鎖動作させることが可能である。
【００１４】
　本発明のパチンコ遊技機においては、開閉扉が全開した第１時点から、ソレノイドへの
通電が終了される第２時点よりも前の第３時点までの期間内において、扉閉鎖駆動機構の
電動モータへ通電を開始する制御を行うようにする。通常、電動モータは、ソレノイドよ
りも応答性に優れる。このため、電動モータへの通電開始時点直後から、扉閉鎖駆動機構
が作動を開始し、ソレノイドのプランジャーに対し、ソレノイドによる磁気吸引力よりも
大きな反対方向の離隔力を加えることが可能となり、開閉扉の閉鎖動作を開始させること
ができる。換言すると、ソレノイドへの通電を終了する第２時点よりも前に開閉扉の閉鎖
動作を開始させることができる。また、電動モータは、ソレノイドのコイルばねの弾性復
帰動作よりも高速で動作することが可能であり、開閉扉を全開状態から閉鎖状態へと高速
で変移させることが可能である。
【００１５】
　したがって、本発明によると、開閉扉を開放状態から閉鎖状態へ変移させるのに費やさ
れる時間を短縮し、開閉扉の１回当たりの開放時間を大幅に短縮させることが可能になる
。
【００１６】
　また、本発明による他のパチンコ遊技機は、所定条件を満たすと長大当たり、短大当た
り又は小当たりとなり、遊技盤に設けられた大入賞口装置の開閉扉を開閉動作するパチン
コ遊技機であって、前記長大当たりは、大量の遊技球の入賞を可能にする大当たりであり
、前記短大当たりは、前記長大当たりと比べて遊技球の入賞が困難な大当たりであり、前
記小当たりは、前記開閉扉が前記短大当たり時の開閉動作と同一又は類似の開閉動作を行
うものであるパチンコ遊技機において、ソレノイドを駆動源とし前記開閉扉を開放駆動す
る扉開放駆動機構と、電動モータを駆動源とし前記開閉扉を閉鎖駆動する扉閉鎖駆動機構
と、前記ソレノイドへの通電を制御するとともに前記電動モータへの通電を制御する制御
手段と、を備え、前記制御手段は、小当たり、及び、互いに同一のラウンド数をもつ長大
当たり、短大当たりを発生させる制御を行うよう構成されるとともに、前記小当たり発生
時及び前記短大当たり発生時に、前記開閉扉が互いに同一又は類似の開閉パターンで開閉
動作するよう制御し、かつ、前記ソレノイドへ通電が開始されることによって前記開閉扉
が全開した第１時点から、前記ソレノイドへの通電が終了される第２時点よりも前の第３
時点までの期間内において、前記電動モータへ通電を開始する制御を行うことを特徴とす
る。
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【００１７】
　本発明による他のパチンコ遊技機によると、上記本発明のパチンコ遊技機と同様、電動
モータを駆動源とし開閉扉を閉鎖駆動する扉閉鎖駆動機構を設け、ソレノイドへ通電が開
始されることによって開閉扉が全開した第１時点から、ソレノイドへの通電が終了される
第２時点よりも前の第３時点までの期間内において、電動モータへ通電を開始する制御を
行うよう構成したため、開閉扉を開放状態から閉鎖状態へ変移させるのに費やされる時間
を短縮し、開閉扉の１回当たりの開放時間を大幅に短縮させることが可能になり、このた
め、短大当たりのラウンド数M及び小当たりの開放回数Kを長大当たりのラウンド数Nと一
致させることが可能になり、ラウンド数表示器を設ける法律、規則上の義務を回避し、短
大当たりが発生したのか小当たりが発生したのか遊技者にとって殆ど不明な状況をつくり
出し、遊技の興趣を増進させることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の正面図、図２は、同パチンコ遊技
機の電気系統のブロック図、図３は、遊技制御基板が実行するタイマ割り込み処理の内容
を表すフローチャート、図４は、始動口SW処理の内容を表すフローチャート、図５は、特
別図柄処理の内容を表すフローチャート、図６は、大当たり判定処理の内容を表すフロー
チャート、図７は、大入賞口処理の一部の内容を表すフローチャート、図８は、大入賞口
処理の他の一部の内容を表すフローチャート、図９は、大入賞口処理の更に他の一部の内
容を表すフローチャート、図１０は、大入賞口処理の残部の内容を表すフローチャート、
図１１は、大入賞口SW処理の内容を表すフローチャート、図１２は、大入賞口装置の要部
の分解斜視図、図１３は、扉開放駆動機構の動作説明図、図１４は、扉閉鎖駆動機構の動
作説明図、図１５は、本実施形態に係るソレノイド及び電動モータへの通電制御方法の一
例を説明するためのタイミングチャート、図１６は、同じく本実施形態に係るソレノイド
及び電動モータへの通電制御方法の他の例を説明するためのタイミングチャートをそれぞ
れ示す。
【００２０】
　図１において、パチンコ遊技機は遊技盤１を備え、遊技盤１は、遊技者がハンドル２を
操作することによって発射された遊技球が転動しながら落下してゆく遊技領域３を備える
。
【００２１】
　遊技領域３の中央部には、センター装飾部材４が配設され、センター装飾部材４の内側
に、画像表示器５の表示画面５aが配される。表示画面５aには、公知のデモ表示、始動口
６、７への遊技球の入賞に基づく装飾図柄の変動表示、大当たり演出などが行われ、これ
らの演出表示は、後述する画像制御基板５４によって制御される。
【００２２】
　センター装飾部材４の左右中央部の下方には、始動口６、７が配設される。始動口６に
は、遊技領域３を転動落下する遊技球が入賞可能である。始動口７は、開閉可能な電動チ
ューリップで構成され、始動口７には、その開放時のみ遊技球が入賞可能である。始動口
６、７に遊技球が入賞すると、後述するように大当たり乱数など各種乱数が取得され、大
当たり乱数が所定の大当たり乱数値に該当する場合、遊技者に有利な特別遊技状態となる
大当たりが発生する。
【００２３】
　始動口６、７の下方に大入賞口装置（アタッカー）８の開閉扉８１が配設される。
【００２４】
　大入賞口装置８は、図１２に示すように、開閉扉８１と枠部材８２と扉開放駆動機構８
３と扉閉鎖駆動機構８４とを備える。
【００２５】
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　枠部材８２は、遊技盤１の前面に固定される正面プレート８５を備える。正面プレート
８５の中央部には、遊技球が通過可能な横長の大入賞口８５aが設けられている。
【００２６】
　枠部材８２に、大入賞口８５aを開放及び閉鎖する開閉扉８１が回動可能に配される。
開閉扉８１の左下端部及び右下端部に、それぞれ、枠部材８２に設けられた軸部（図示せ
ず。）を収容する第１軸孔部８６A及び第２軸孔部８６Bが設けられており、開閉扉８１は
、第１軸孔部８６A及び第２軸孔部８６Bを軸として前後方向（図１３（A）図示矢印f、c
方向）へ回動自在とされ、前方への回動により大入賞口８５aを開放し、後方への回動に
より大入賞口８５aを閉鎖する。
【００２７】
　開閉扉８１において、第１軸孔部８６A及び第２軸孔部８６Bの後方には、それぞれ第１
従動ロッド８７A及び第２従動ロッド８７Bが設けられている。右端側の第１従動ロッド８
７Aは、扉開放駆動機構８３により駆動可能とされ、一方、左端側の第２従動ロッド８７B
は、扉閉鎖駆動機構８４により駆動可能とされる。
【００２８】
　扉開放駆動機構８３は、図１２及び図１３に示すように、駆動源としてのソレノイド８
８と、開閉扉８１の第１従動ロッド８７Aと係合可能な第１ロッド作動部材８９と、ソレ
ノイド８８と第１ロッド作動部材８９とを連結する連結部材９０とを備える。
【００２９】
　ソレノイド８８は、本体部８８aとプランジャー８８bとを備え、プランジャー８８bの
先端部に、連結部材９０の後端部の係止フック部９０a（図１３）を係止する係止凹部８
８cを有し、係止凹部８８cと本体部８８aとの間のプランジャー８８bにコイルばね８８d
（図１３）が配設されている。コイルばね８８dは、弾性変形によりプランジャー８８bを
突出させる方向（図１３（A）図示矢印a方向）の付勢力をプランジャー８８bに加える作
用をする。
【００３０】
　第１ロッド作動部材８９は、先端部に、開閉扉８１の第１従動ロッド８７Aを係留する
第１ロッド係留部８９aを有し、後部に、連結部材９０の先端部に設けられた係止ロッド
９０bを係留する係止ロッド係留部８９bを有する。第１ロッド作動部材８９は、後部に、
連結部材９０の軸部９０cとしても機能する軸部８９cを有しており、第１ロッド作動部材
８９は、第１ロッド係留部８９aに第１従動ロッド８７Aを係留した状態、かつ、係止ロッ
ド係留部８９bに係止ロッド９０bを係留した状態の下で、軸部８９c回りに前後方向（図
１３（A）図示矢印b、e方向）へ回動可能とされる。
【００３１】
　連結部材９０は、先端部に、第１ロッド作動部材８９の係止ロッド係留部８９bに係留
される係止ロッド９０bを有し、後端部に、ソレノイド８８の係止凹部８８cに係止される
係止爪部９０aを有する。連結部材９０は、第１ロッド作動部材８９の軸部８９cとしても
機能する軸部９０cを有しており、連結部材９０は、係止ロッド係留部８９bに係止ロッド
９０bが係留された状態の下で、軸部９０c回りに前後方向（図１３（A）図示矢印b、e方
向）へ回動可能とされる。
【００３２】
　扉開放駆動機構８３は、ソレノイド８８への通電が停止されているとき、図１３（A）
に示すように、ソレノイド８８のプランジャー８８bは前進位置（図示矢印a方向の先端位
置）にあり、連結部材９０の係止ロッド９０bは、軸部９０cを軸とする前方（図示矢印b
方向）への回動を終了したときに対応する前端位置にあり、第１ロッド作動部材８９の第
１ロッド係留部８９aは、軸部８９cを軸とする前方（図示矢印b方向）への回動を終了し
たときに対応する前端位置（下端位置）にある。このとき、開閉扉８１の第１従動ロッド
８７Aは、第１軸孔部８６Aを軸とする後方（図示矢印c方向）への回動を終了したときに
対応する下端位置にあり、開閉扉８１は、大入賞口８５aを全閉状態に保つ。
【００３３】
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　ソレノイド８８への通電が開始されると、プランジャー８８bは、磁気吸引力により、
コイルばね８８dの付勢力に抗して所定ストロークだけ図示矢印d方向へ後退する。このプ
ランジャー８８bの後退動作により、連結部材９０の係止ロッド９０bは、軸部９０cを軸
として後方（図示矢印e方向）へ回動し、この係止ロッド９０bの回動により、第１ロッド
作動部材８９の第１ロッド係留部８９aは、軸部８９cを軸として後方（図示矢印e方向）
へ回動する。この第１ロッド係留部８９cの後方（図示矢印e方向）への回動により、開閉
扉８１の第１従動ロッド８７Aは、第１軸孔部８６Aを軸として前方（図示矢印f方向）へ
回動し、図１３（B）に示すように、開閉扉８１は全開する。
【００３４】
　ソレノイド８８への通電を終了すると、磁気吸引力が消失し、プランジャー８８bは、
コイルばね８８dの弾性復帰による付勢力を受け前進を開始する。プランジャー８８bが前
進すると、連結部材９０は、軸部９０cを軸として前方（図示矢印c方向）へ回動し、第１
ロッド作動部材８９は、軸部８９cを軸として前方（図示矢印b方向）へ回動し、第１ロッ
ド作動部材８９の第１ロッド係留部８９aは、開閉扉８１の第１従動ロッド８７Aを押し下
げ、開閉扉８１は、第１軸孔部８６Aを軸として後方（図示矢印c方向）へ回動し、図１３
（A）に示すように、全閉する。
【００３５】
　このようにソレノイド８８への通電終了によって開閉扉８１を閉鎖動作させることがで
きる。ただし、本実施形態では、後述するように、長大当たりの発生時にのみ、ソレノイ
ド８８への通電終了により開閉扉８１を閉鎖動作させるようにし、短大当たり発生時及び
小当たり発生時には、扉閉鎖駆動機構８４により開閉扉８１を閉鎖動作させるようにする
。
【００３６】
　扉閉鎖駆動機構８４は、図１２及び図１４に示すように、駆動源としての電動モータ例
えばステップモータ９１と、電動モータ９１の出力軸に固定され、前方へ回動可能な回転
部材９２とを備える。
【００３７】
　回転部材９２は、外周部に、等間隔で複数例えば４つの押下ロッド９３A、９３B、９３
C、９３Dを有し、各押下ロッド９３A、９３B、９３C、９３Dは、回転部材９２が回転する
とき、開閉扉８１の第２従動ロッド８７Bとの係合により第２従動ロッド８７Bに押下力を
加え、その後、第２従動ロッド８７Bとの係合状態が解除されることにより第２従動ロッ
ド８７Bへの押下力が消失するよう構成されている。
【００３８】
　具体的に説明すると、扉開放駆動機構８３により開閉扉８１が全開状態にあるとき、回
転部材９２は、図１４（A）に示すように、１つの押下ロッド９３Aが開閉扉８１の第２従
動ロッド８７Bと上方から当接し又は第２従動ロッド８７Bの上方近傍に位置している。
【００３９】
　電動モータ９１への通電が開始されると、電動モータ９１の回転により回転部材９２は
、前方（図示矢印g方向）へ回転を開始する。この回転部材９２の回転により、押下ロッ
ド９３Aと第２従動ロッド８７Bは係合状態となり、押下ロッド９３Aは第２従動ロッド８
７Bに対して押下力を加えるようになり、開閉扉８１は、第２軸孔部８６Bを軸として後方
（図示矢印h方向）へ回動を開始し、開閉扉８１は閉鎖動作を開始する。
【００４０】
　開閉扉８１の閉鎖動作は、押下ロッド９３Aと第２従動ロッド８７Bとが当接した直結状
態の下で行われる。したがって、開閉扉８１の閉鎖動作の動作速度は、電動モータ９１の
回転速度に応じて決定されることとなり、開閉扉８１の閉鎖動作速度の増大を図ることが
可能なため、開閉扉８１の閉鎖動作速度は、開閉扉８１の開放動作速度よりも大きくなる
よう電動モータ９１の回転速度は設定されている。
【００４１】
　押下ロッド９３Aと第２従動ロッド８７Bとの係合状態（直結状態）は、上記のように開
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閉扉８１が閉鎖動作を開始した後、開閉扉８１が全閉状態になる直前であって、回転部材
９２が所定角度だけ回転したときに解除されるよう構成されている。このため、開閉扉８
１が全閉状態になるよりも前に、それまで押下ロッド９３Aから第２従動ロッド８７Bに加
えられていた押下力は消失するようになるが、開閉扉８１は、押下力が消失したときの重
心位置が第２軸孔部８６Bよりも後方に位置するよう予め構成してあるため、押下力が消
失した後も、開閉扉８１自体の自重により閉鎖動作を継続し、図１４（B）に示すような
全閉状態となる。
【００４２】
　ここで、電動モータ９１への通電は、回転部材９２が所定角度例えば９０°回転し、図
１４（B）に示すように、回転位置センサ例えばフォトセンサ９４が他の押下ロッド９３D
を検知した時点で終了し、回転部材９２の回転を停止させる。
【００４３】
　大入賞口装置８の開閉扉８１は、大当たりの種類（長大当たり及び短大当たり）及び小
当たりにそれぞれ対応して所定の開閉動作をする。すなわち、所定ラウンド数例えば１５
ラウンドの長大当たりが発生した場合、開閉扉８１は、各ラウンドにおいて、大入賞口８
５aへ遊技球が入賞し易いよう開放時間の長い開閉動作を行い、また、予め長大当たりと
同じラウンド数（１５ラウンド）に設定された短大当たりが発生した場合、開閉扉８１は
、各ラウンドにおいて、大入賞口８５aへ遊技球が入賞し難いよう開放時間の短い開閉動
作を行い、また、予め短大当たりと同じ開放回数（１５回）に設定された小当たりが発生
した場合、開閉扉８１は、短大当たり時の開閉動作パターンと同一又は類似の開閉動作パ
ターンで開閉動作を行うよう制御される。ここで、長大当たりには、高確率で大当たりが
発生する確変大当たりと、低確率で大当たりが発生する通常大当たりの２種類がある。な
お、本明細書において、大当たりの「ラウンド」に対応する用語として、小当たりでは「
回」を用いる。
【００４４】
　図１において、さらに、遊技領域３には、普通入賞口９、ゲート１０、アウト口１１な
どが配設される。
【００４５】
　遊技領域３の外側には、始動口６、７への入賞を契機に画像表示器５による装飾図柄の
変動表示と同期して特別図柄を変動表示する特別図柄表示器１２、始動口６、７へ入賞し
た遊技球の保留球数を最大４個まで表示する特別図柄保留ランプ１３、遊技球がゲート１
０を通過したことを契機に普通図柄を変動表示する普通図柄表示器１４、ゲート１０を通
過した遊技球の保留個数を最大４個まで表示する普通図柄保留ランプ１５などが配設され
る。
【００４６】
　次に、パチンコ遊技機の電気系統を図２に基づいて説明する。
【００４７】
　図２において、電気系統は遊技制御基板（メイン制御基板）５０を中枢部とし、遊技制
御基板５０にサブ基板５１及び払出制御基板５２が接続される。サブ基板（サブ制御基板
）５１は、演出制御基板５３、画像制御基板５４及びランプ制御基板５５からなり、演出
制御基板５３は遊技制御基板５０に接続され、画像制御基板５４及びランプ制御基板５５
はそれぞれ演出制御基板５３に接続される。遊技制御基板５０、払出制御基板５２、演出
制御基板５３、画像制御基板５４及びランプ制御基板５５は、それぞれCPU、ROM、RAMを
備え、演出制御基板５３は、さらにRTC（リアルタイムクロック）を備える。
【００４８】
　遊技制御基板５０には、始動口６、７への遊技球の入賞を検知する始動口SW(スイッチ
）２１、始動口７を開放駆動する電チューソレノイド２２、ゲート１０を通過する遊技球
を検知するゲートスイッチ（SW）２３、大入賞口８に入賞した遊技球を検知する大入賞口
SW（スイッチ）２４、上述した扉開放駆動機構８３のソレノイド（大入賞口ソレノイド）
８８、上述した扉閉鎖駆動機構８４の電動モータ（大入賞口モータ）９１、上述した扉閉
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鎖駆動機構８４の回転位置センサ９４、普通入賞口９への遊技球の入賞を検知する普通入
賞口スイッチ（SW）２６、特別図柄表示器１２、特別図柄保留ランプ１３、普通図柄表示
器１４及び普通図柄保留ランプ１５などが接続される。
【００４９】
　演出制御基板５３には、遊技者によって操作可能な演出ボタン２７が接続される。
【００５０】
　画像制御基板５４には、画像表示器５およびスピーカ２８が接続される。
【００５１】
　ランプ制御基板５５には、枠ランプ２９、盤ランプ３０及び可動役物３１が接続される
。
【００５２】
　払出制御基板５２には、賞球を払出す賞球払出装置の駆動源である払出駆動モータ３２
が接続される。
【００５３】
　次に、遊技制御基板５０が実行するタイマ割込処理を図３～図１１に基づいて説明する
。
【００５４】
　図３は、タイマ割込処理のうち主要な処理のみを表しており、タイマ割込処理は所定周
期例えば４msec間隔で実行される。
【００５５】
　タイマ割込処理は、乱数更新処理（ステップS1）と始動口SW処理（ステップS2）と特別
図柄処理（ステップS3）と大入賞口処理（ステップS4）と賞球処理（ステップS5）とを主
要な要素として構成される。
【００５６】
　　(1)　乱数更新処理（ステップS1）
　乱数更新処理は、大当たり乱数、大当たり図柄乱数、変動パターン乱数など所定の乱数
を更新することを内容とする。
【００５７】
　　(2)　始動口SW（スイッチ）処理（ステップS2、図４）
　始動口SW処理の内容を図４に示す。
【００５８】
　図４において、遊技制御基板５０は、始動口SW２１の出力信号に基づいて始動口６、７
に遊技球が入賞したか否かを判定する（ステップS11）。
【００５９】
　始動口SW２１がオンしていないと判定した場合は、始動口SW処理を終了する。
【００６０】
　一方、始動口SW２１がオンしたと判定した場合は、始動口６、７への入賞を契機に大当
たり乱数を取得することができた遊技球であって、取得した乱数に応じた特別図柄の変動
表示が未だ行われていない遊技球の個数を示す保留球数Uが「４」未満であるか否かを判
定し（ステップS12）、Uが「４」未満である場合、Uを「１」だけ加算して更新し（ステ
ップS13）、大当たり乱数、大当たり図柄乱数、リーチ乱数を取得、格納し（ステップS14
）、始動口SW処理を終了する。
【００６１】
　保留球数Uが「４」である場合は、始動口SW処理を終了する。
【００６２】
　　(3)　特別図柄処理（ステップS3、図５）
　特別図柄処理の内容を図５に示す。
【００６３】
　図５において、遊技制御基板５０は、大当たり中又は小当たり中であるか否かを判定す
る（ステップS21）。換言すると、遊技制御基板５０は、開閉扉８１の１回当たりの開放
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時間の長い長大当たり、開閉扉８１の１回当たりの開放時間が短く、長大当たりのラウン
ド数とラウンド数が同一の短大当たり、又は、開閉扉８１の１回当たりの開放時間が短く
、短大当たり時の開閉扉８１の開閉動作パターンと同一又は類似の開閉動作パターンで開
閉扉８１が開閉動作を行う小当たりが発生しているか否かを判定する。ここで、長大当た
りには、当該長大当たり終了後の遊技状態が低確率で大当たりの発生する遊技状態（通常
遊技状態）になる通常長大当たりと、当該長大当たり終了後の遊技状態が高確率で大当た
りの発生する遊技状態（確変遊技状態）となる確変長大当たりの２種類があり、また、短
大当たりが発生した場合、当該短大当たり終了後の遊技状態は、高確率で大当たりの発生
する確変遊技状態となる。
【００６４】
　大当たり又は小当たりが発生していない遊技状態である場合、次に、特別図柄表示器１
２において特別図柄を変動表示中であるか否かを判定する（ステップS22）。ここで、特
別図柄は、例えば、８セグメント表示の場合に、「１」～「９」の数字からなる長大当た
り図柄と、「U.」からなり、短大当たりを指定する短大当たり図柄と、「０.」からなり
、小当たりを指定する小当たり図柄と、「－」の記号からなり、ハズレを指定するハズレ
図柄とにより構成され、「１」～「９」の長大当たり図柄のうち、「２」、「４」、「６
」、「８」が通常長大当たりを指定する通常長大当たり図柄として設定され、「１」、「
３」、「５」、「７」、「９」が確変長大当たりを指定する確変長大当たり図柄として設
定される。
【００６５】
　　A．　大当たり中ではなく、かつ特別図柄の変動表示中でない場合（ステップS21、S2
2）、保留球数Uが「１」以上であるか否かを判定する（ステップS23）。
【００６６】
　保留球数Uが「０」である場合、特別図柄処理を終了する。
【００６７】
　一方、保留球数Uが「１」以上である場合、保留球数Uを「１」だけ減算し（ステップS2
4）、次に大当たり判定処理を行う（ステップS25）。
【００６８】
　　　＜大当たり判定処理＞
　大当たり判定処理の内容を図６に示す。
【００６９】
　図６において、遊技制御基板５０は、大当たり乱数判定を行う（ステップS41）。
【００７０】
　大当たり乱数判定は、ステップS14（図４）で格納した乱数のうちから大当たり乱数を
読み出し、大当たり乱数が、大当たりを発生させる大当たり乱数値、小当たりを発生させ
る小当たり乱数値、又はハズレ乱数値のいずれに該当するかを判定することによって行う
。
【００７１】
　大当たり乱数がハズレ乱数値に該当する場合、特別図柄表示器１２に停止表示すべき特
別図柄としてハズレ図柄をセットする（ステップS42、S43、S44）。
【００７２】
　また、大当たり乱数が小当たり乱数値に該当する場合、特別図柄表示器１２に停止表示
すべき特別図柄として小当たり図柄をセットする（ステップS42、S43、S45）。
【００７３】
　また、大当たり乱数が大当たり乱数値に該当する場合、大当たり図柄乱数判定を行う（
ステップS42、S46）。
【００７４】
　大当たり図柄乱数判定は、ステップS14（図４）で格納した乱数のうちから大当たり図
柄乱数を読み出し、大当たり図柄乱数が、確変図柄（確変長大当たり図柄又は短大当たり
図柄）に該当するか、あるいは通常図柄（通常長大当たり図柄）に該当するかを判定する
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ことによって行う。
【００７５】
　大当たり図柄乱数が確変図柄である場合、特別図柄表示器１２に停止表示すべき特別図
柄として確変長大当たり図柄又は短大当たり図柄をセットし（ステップS47、S48）、大当
たり図柄乱数が通常図柄である場合、特別図柄表示器１２に停止表示すべき特別図柄とし
て通常図柄をセットし（ステップS47、S49）、大当たり判定処理を終了する。
【００７６】
　遊技制御基板５０は、上述した大当たり判定処理（図５図示ステップS25）を終了した
後、変動パターン選択処理を行う（ステップS26）。
【００７７】
　変動パターン選択処理においては、変動パターン乱数を取得し、変動パターン乱数が指
定する変動パターンをサブ基板５１に対するコマンドとしてセットするなどの処理を行う
。
【００７８】
　変動パターン選択処理（ステップS26）を終了した後、遊技制御基板５０は、変動開始
コマンドをセットする（ステップS27）。ここで、変動開始コマンドには、現在の遊技状
態を指定する遊技状態指定コマンド、変動パターン選択処理において選択された変動パタ
ーンを指定する変動パターン指定コマンドが含まれる。
【００７９】
　次に、遊技制御基板５０は、特別図柄表示器１２において特別図柄の変動表示を開始さ
せる（ステップS28）。そして、変動時間の計測を開始し（ステップS29）、特別図柄処理
を終了する。
【００８０】
　　B.　大当たり中ではないが特別図柄の変動表示中である場合（ステップS21、S22）、
変動時間が終了したか否かを判定する（ステップS30）。変動時間が終了した場合、変動
停止コマンドをセットする（ステップS31）。次に、遊技制御基板５０は、特別図柄表示
器１２における特別図柄の変動表示を停止させる（ステップS32）。そして、変動時間を
リセットし（ステップS33）、特別図柄処理を終了する。
【００８１】
　　(4)　大入賞口処理（ステップS4、図７～図１０）
　大入賞口処理の内容を図７～図１０に示す。
【００８２】
　図７～図１０において、遊技制御基板５０は、まず、大当たり中又は小当たり中である
か否かを判定し（ステップS71）、大当たり中又は小当たり中である場合、オープニング
中であるか否かを判定する（ステップS72）。ここで、オープニング中とは、大当たり又
は小当たりが発生してから大当たりの第１ラウンド又は小当たりの第１回が開始されるま
での期間をいう。
【００８３】
　大当たり又は小当たり発生直後では、オープニング中となるため、次に、オープニング
時間つまり、大当たり又は小当たり発生時点から大当たりの第１ラウンド又は小当たりの
第１回の開始時点までの時間が経過したか否かを判定する（ステップS73）。
【００８４】
　オープニング時間経過前は、ステップS71、ステップS72及びステップS73を繰り返し実
行する。
【００８５】
　その後、オープニング時間が経過すると、ラウンド数又は回数Rを「１」だけ加算する
（ステップS74）。オープニング時間経過直後においては、それまでのラウンド数又は回
数Rが「０」であるため、ステップS54における加算後のラウンド数又は回数Rは「１」と
なる。次に、大入賞口６に入賞した入賞個数Cを「０」にクリアする（ステップS75）。
【００８６】
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　次に、当該大当たり又は小当たりが、長大当たりであるか否かを判定する（ステップS7
6）。
【００８７】
　以下、当該大当たり又は小当たりが、A.長大当たりである場合と、B.短大当たりである
場合と、C.小当たりである場合とに分けて説明する。
【００８８】
　　A.　長大当たりである場合
　当該大当たり又は小当たりが、長大当たりである場合、扉開放駆動機構８３のソレノイ
ド（大入賞口ソレノイド）８８への通電を開始する（ステップS77）。
【００８９】
　ソレノイド８８への通電が開始されると、上述したように、プランジャー８８bの後退
動作、連結部材９０の係止ロッド９０bの後方への回動、及び第１ロッド作動部材８９の
第１ロッド係留部８９aの後方への回動により、開閉扉８１の第１従動ロッド８７Aは、第
１軸孔部８６Aを軸として前方へ回動し、開閉扉８１は開放されるようになる。
【００９０】
　ソレノイド８８への通電開始後、大入賞口フラグF1を立てる（ステップS78）。
【００９１】
　次に、予め設定した第１所定時間T1つまり予め長大当たり時に設定されている開閉扉８
１の開放時間（比較的長時間）が経過したか否かを判定する（ステップS79）。
【００９２】
　ソレノイド８８への通電開始直後においては、ステップS79の判定結果は「NO」となる
ため、次に、大入賞口装置８に入賞した入賞個数Cが所定値例えば「９」であるか否かを
判定し（ステップS80）、この判定結果は「NO」であることから、大入賞口処理を終了す
る。
【００９３】
　次回のタイマ割込処理においては、ステップS72の判定結果は「NO」となり、大入賞口
フラグF1が「１」であるか否かを判定し（ステップS81）、この判定結果が「YES」である
ことから、ステップS79に移行する。以後、ステップS79ステップS80、ステップS71、ステ
ップS72、ステップS81を繰り返し実行する。
【００９４】
　大当たりが長大当たりであるため、ステップS79、ステップS80、ステップS71、ステッ
プS72及びステップS81を繰り返し実行している間、大入賞口装置８に遊技球が入賞するた
びに、換言すると、大入賞口SW２４が遊技球を検知するたびに、入賞個数Cは、「１」、
「２」、‥と増加してゆく。なお、この入賞個数Cのカウントは、後述する大入賞口SW処
理において説明する。そして、入賞個数Cが「９」になると、ステップS80の判定結果は「
YES」となり、あるいは、入賞個数Cが「９」になる前に第１所定時間T1が経過すると、ス
テップS79の判定結果は「YES」となり、ソレノイド８８への通電を終了する（ステップS8
0）。
【００９５】
　ソレノイド８８への通電を終了すると、上述したように、コイルばね８８dの弾性復帰
力によるプランジャー８８bの前進動作により、連結部材９０及び第１ロッド作動部材８
９を介して開閉扉８１の第１従動ロッド８７Aは第１軸孔部８６Aを軸として後方へ回動し
、開閉扉８１は全閉状態に戻る。
【００９６】
　ソレノイド８８への通電終了後、大入賞口フラグF1をリセットする（ステップS83）。
【００９７】
　次に、ラウンド数Rが「１５」に達したか否かを判定する（ステップS84）。この時点で
は、ラウンド数Rは「１」であるため、ステップS84の判定結果は「NO」となり、大入賞口
処理を終了する。
【００９８】
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　次回のタイマ割込処理においては、大入賞口フラグF1が「０」であるためステップS81
の判定結果は「NO」となり、次にソレノイドフラグF2が「１」であるか否かを判定する（
ステップS85）。この時点では予めソレノイドフラグF2は「０」に初期設定されているこ
とから、ステップS85の判定結果は「NO」となり、次に、モータフラグF3が「１」である
か否かを判定する（ステップS86）。この時点では予めモータフラグF3は「０」に初期設
定されていることから、ステップS86の判定結果は「NO」となり、次に、センサフラグF4
が「１」であるか否かを判定する（ステップS87）。この時点では予めセンサフラグF4は
「０」に初期設定されていることから、ステップS87の判定結果は「NO」となり、次にエ
ンディング中であるか否かを判定する（ステップS88）。ここで、エンディング中とは、
長大当たり時の最終ラウンド（第１５ラウンド）が終了した後に画像表示器５において大
当たり終了演出が行われているときをいう。
【００９９】
　この時点では、長大当たりの第１ラウンドの終了直後であることからステップS88の判
定結果は「NO」となり、次にインターバル時間が経過したか否かを判定する（ステップS8
9）。ここで、インターバル時間とは、開閉扉８１を閉鎖動作させた時点から次のラウン
ド又は回を開始させるべく開閉扉８１を開放動作させる時点までの、予め設定した待ち時
間をいう。この時点では開閉扉が閉鎖動作を開始した直後であるため、ステップS89の判
定結果は「NO」となり、大入賞口処理を終了する。
【０１００】
　次回以降のタイマ割込処理においては、インターバル時間が経過する前においては、ス
テップS71、ステップS72、ステップS81及びステップS85～S89を繰り返し実行する。
【０１０１】
　その後、インターバル時間が経過すると、ステップS89の判定結果は「YES」となり、次
にラウンド数Rを「１」だけ加算し、ラウンド数Rを「２」にし（ステップS74）、入賞個
数Cを「０」にクリアし（ステップS75）、ステップS76を経てソレノイド８８への通電を
再び開始し、第２ラウンドが開始される（ステップS77）とともに、大入賞口フラグF1が
立てられる（ステップS78）。
【０１０２】
　第２ラウンドにおいても、上述した第１ラウンドにおける処理と同様な処理が行われ、
入賞個数Cが「９」に達したとき、あるいは、入賞個数Cが「９」に達する前に第１所定時
間が経過したとき、開閉扉８１を閉鎖動作させる（ステップS79、S80、S82）。
【０１０３】
　以後、第３ラウンド、第４ラウンド、‥第１４ラウンドが行われ、第１５ラウンドが終
了すると、ステップS84の判定結果は「YES」となり、ラウンド数Rが「０」にクリアされ
（ステップS90）、エンディングが開始される（ステップS91）。
【０１０４】
　その後、エンディング時間が経過すると（ステップS92）、長大当たりを終了する（ス
テップS93）。
【０１０５】
　　B.　短大当たりである場合
　ステップS76において、当該大当たり又は小当たりが、短大当たりである場合、ステッ
プS76の判定結果は「NO」となり、扉開放駆動機構８３のソレノイド（大入賞口ソレノイ
ド）８８への通電を開始する（ステップS94）。
【０１０６】
　ソレノイド８８への通電が開始されると、上述したように、プランジャー８８bの後退
動作、連結部材９０の係止ロッド９０bの後方への回動、及び第１ロッド作動部材８９の
第１ロッド係留部８９aの後方への回動により、開閉扉８１の第１従動ロッド８７Aは、第
１軸孔部８６Aを軸として前方へ回動し、開閉扉８１は開放されるようになる。
【０１０７】
　ソレノイド８８への通電開始後、ソレノイドフラグF2を立てる（ステップS95）。
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【０１０８】
　次に、予め設定した第２所定時間T2が経過したか否かを判定する（ステップS96）。こ
こで、第２所定時間T2は、ソレノイド８８への通電開始時点t0からの経過時間に対応して
おり、経過時間の終了時点は、ソレノイド８８への通電開始により開閉扉８１が全開した
第１時点t1から、ソレノイド８８への通電を終了する第２時点t2よりも前の第３時点t3ま
での期間内において任意の第４時点t4に設定される。
【０１０９】
　例えば、図１５に示すように、第４時点t4は、ソレノイド８８への通電中における第１
時点t1から第２時点t2までの途中に設定される。あるいは、図１６に示すように、第４時
点t4は、開閉扉８１が全開した第１時点t1に一致するよう設定される。
【０１１０】
　ソレノイド８８への通電開始直後においては、ステップS96の判定結果は「NO」となる
ため、大入賞口処理を終了する。
【０１１１】
　第２所定時間T2が経過するまでの間は、ソレノイドフラグF2が「１」であるため、ステ
ップS71、ステップS72、ステップS81、ステップS85及びステップS96が繰り返し実行され
る。
【０１１２】
　その後、第２所定時間T2が経過すると、ステップS96の判定結果は「YES」に反転し、ソ
レノイドフラグF2をリセットする（ステップS97）。次に、モータ（大入賞口モータ、電
動モータ）９１への通電を開始する（ステップS98）。
【０１１３】
　モータ９１への通電が開始されると、上述したように、回転部材９２は、前方へ回転を
開始する。
【０１１４】
　この回転部材９２の回転により、押下ロッド９３Aと第２従動ロッド８７Bは係合状態と
なり、押下ロッド９３Aは第２従動ロッド８７Bに対して押下力を加えるようになり、開閉
扉８１は、第２軸孔部８６Bを軸として後方への回動つまり閉鎖動作を開始する。
【０１１５】
　一方、開閉扉８１の後方への回動に伴い、第１従動ロッド８７Aは、扉開放駆動機構８
３の第１ロッド作動部材８９の第１ロッド係留部８９aに押下力を加えるようになる。第
１ロッド係留部８９aへの押下力は、第１ロッド作動部材８９を軸部８９c回りに前方へ回
動させ、係止ロッド係留部８９bに係留されている連結部材９０の係止ロッド９０bを前方
へ回動させる力として作用する。この係止ロッド９０bに対する前方への回動力は、連結
部材９０の係止爪部９０aに係止されているソレノイド８８の係止凹部８８cを介してプラ
ンジャー８８bを前進させる力として作用する。
【０１１６】
　モータ９１への通電が開始された時点では、上述したように、ソレノイド８８への通電
が継続しているため、プランジャー８８bは磁気吸引力により後退位置に保持されている
が、この磁気吸引力に打ち勝つだけの反対方向の力をプランジャー８８bに作用すること
により、プランジャー８８bを前進させることが可能である。モータ９１の回転トルクは
、ソレノイド８８の磁気吸引力に十分に打ち勝ってプランジャー８８bを前進させること
ができるよう予め設定されている。
【０１１７】
　このため、ソレノイド８８への通電が継続されており、磁気吸引力によりプランジャー
８８bが後退位置に保持されているときであっても、モータ９１へ通電を開始することに
よってプランジャー８８bは前進し、全開状態にある開閉扉８１は閉鎖動作を開始する。
この開閉扉８１の閉鎖動作速度は、少なくとも開閉扉８１の開放動作速度よりも大きく設
定されている。
【０１１８】
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　閉鎖動作を開始した開閉扉８１は、上述したように、閉鎖動作開始直後の初期段階では
、押下ロッド９３Aと第２従動ロッド８７Bとが当接した直結状態の下で押下ロッド９３A
の押下力に基づいて行われるが、回転部材９２が所定角度だけ回転した後は、押下ロッド
９３Aと第２従動ロッド８７Bとの係合状態（直結状態）が解除され、そのときの開閉扉８
１の重心位置が第２軸孔部８６Bよりも後方に位置することによる開閉扉８１自体の自重
により閉鎖動作を継続し、全閉する。
【０１１９】
　ステップS98によりモータ９１への通電を開始した後、モータフラグF3を立てる（ステ
ップS99）。
【０１２０】
　次に、予め設定した第３所定時間T3が経過したか否かを判定する（ステップS100）。こ
こで、第３所定時間T3は、ソレノイド８８への通電開始時点t0からソレノイド８８への通
電を終了する第２時点t2までの経過時間に対応している。
【０１２１】
　この時点では、モータ９１への通電開始直後であり、第３所定時間T3が経過していない
ため、ステップS100の判定結果は「NO」となり、大入賞口処理を終了する。
【０１２２】
　その後、第３所定時間T3経過前においては、モータフラグF3が「１」であり、ステップ
S86の判定結果が「YES」となるため、ステップS71、ステップS72、ステップS81、ステッ
プS85、ステップS86及びステップS100を繰り返し実行する。
【０１２３】
　第３所定時間T3が経過すると、ステップS100の判定結果は「YES」に反転し、ソレノイ
ド８８への通電を終了する（ステップS101）。
【０１２４】
　ソレノイド８８への通電終了により磁気吸引力は消失するが、上述したように、モータ
９１への通電によりプランジャー８８bは前進中であり、ソレノイド８８への通電終了に
よって、開閉扉８１が閉鎖動作を開始するわけではない。
【０１２５】
　ソレノイド８８への通電終了後、モータフラグF3をリセットし（ステップS102）、セン
サフラグF4を立てる（ステップS103）。
【０１２６】
　次に、回転位置センサ９４がオンしたか否かを判定する（ステップS104）。
【０１２７】
　ソレノイド８８への通電終了直後においては、扉閉鎖駆動機構８４の回転部材９２の押
下ロッド９３Dが回転位置センサ９４の検出エリアに到達していないため、ステップS104
の判定結果は「NO」となり、大入賞口処理を終了する。
【０１２８】
　その後、回転位置センサ９４がオンする前においては、センサフラグF4が「１」であり
、ステップS87の判定結果が「YES」となるため、ステップS71、ステップS72、ステップS8
1、ステップS85～S87及びステップS104を繰り返し実行する。
【０１２９】
　回転部材９２の押下ロッド９３Dが回転位置センサ９４の検出エリアに到達し、回転位
置センサ９４がオンすると、ステップS104の判定結果は「YES」に反転し、モータ９１へ
の通電を終了する（ステップS105）。
【０１３０】
　モータ９１への通電終了により、モータ９１は回転を停止する。モータ９１が回転を停
止したとき、回転部材９２の回転後の押下ロッド９３Bが回転前の押下ロッド９３Aの位置
に達した状態となる。
【０１３１】
　モータ９１への通電終了後、センサフラグF4をリセットする（ステップS106）。
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【０１３２】
　次に、ラウンド数Rが「１５」に達したか否かを判定する（ステップS84）。この時点で
は、ラウンド数Rは「１」であるため、ステップS84の判定結果は「NO」となり、大入賞口
処理を終了する。
【０１３３】
　このように、短大当たり時の第１ラウンドにおいては、ソレノイド８８への通電開始に
よりソレノイド８８が全開した後、ソレノイド８８への通電開始時点t0から第２所定時間
T2が経過した第４時点t4でモータ９１への通電を開始し、ソレノイド８８への通電開始時
点t0から第３所定時間T3が経過した第２時点t2でソレノイド８８への通電を終了し、その
後、回転位置センサ９４が回転部材９２の押下ロッド９３Aを検知しオンしたとき、モー
タ９１への通電を終了する。ここで、モータ９１への通電を開始する第４時点t4は、ソレ
ノイド８８が全開した直後に設定されており、かつ、開閉扉８１の閉鎖動作速度は大きい
ため、開閉扉８１の開放時間はきわめて短く、大入賞口装置８への遊技球の入賞は殆どあ
りえないものとなる。
【０１３４】
　第１ラウンド終了後の次回のタイマ割込処理においては、大入賞口フラグF1、ソレノイ
ドフラグF2、モータフラグF3及びセンサフラグF4がいずれも「０」であるため、エンディ
ング中であるか否かを判定し（ステップS88）、この時点では、短大当たりの第１ラウン
ドの終了直後であることからステップS88の判定結果は「NO」となり、次にインターバル
時間が経過したか否かを判定する（ステップS89）。この時点では開閉扉が全閉して間が
無いため、ステップS89の判定結果は「NO」となり、大入賞口処理を終了する。
【０１３５】
　次回以降のタイマ割込処理においては、インターバル時間が経過する前においては、ス
テップS71、ステップS72、ステップS81及びステップS85～S89を繰り返し実行する。
【０１３６】
　その後、インターバル時間が経過すると、ステップS89の判定結果は「YES」となり、次
にラウンド数Rを「１」だけ加算し、ラウンド数Rを「２」に更新し（ステップS74）、入
賞個数Cを「０」にクリアし（ステップS75）、長大当たりか否かを判定する（ステップS7
6）。この判定結果は「NO」であるため、次に、ソレノイド８８への通電を再び開始し、
第２ラウンドが開始される（ステップS94）とともに、ソレノイドフラグF2が立てられる
（ステップS95）。
【０１３７】
　第２ラウンドにおいても、上述した第１ラウンドにおける処理と同様な処理が行われ、
ソレノイド８８への通電開始によりソレノイド８８が全開した後、ソレノイド８８への通
電開始時点t0から第２所定時間T2が経過した第４時点t4でモータ９１への通電が開始され
、ソレノイド８８への通電開始時点t0から第３所定時間T3が経過した第２時点t2でソレノ
イド８８への通電を終了し、その後、回転位置センサ９４が回転部材９２の押下ロッド９
３Aを検知しオンしたとき、モータ９１への通電を終了する。したがって、第２ラウンド
においても、開閉扉８１は、第１ラウンドのときと同様な開閉動作を行う。
【０１３８】
　以後、第３ラウンド、第４ラウンド、‥第１４ラウンドが行われ、第１５ラウンドが終
了すると、ステップS84の判定結果は「YES」となり、ラウンド数Rが「０」にクリアされ
（ステップS90）、エンディングが開始される（ステップS91）。第３ラウンド～第１５ラ
ウンドにおける開閉扉８１の開閉動作パターンは、第１ラウンド及び第２ラウンドにおけ
る開閉扉８１の開閉動作パターンと同一である。
【０１３９】
　その後、エンディング時間が経過すると（ステップS92）、短大当たりを終了する（ス
テップS93）。
【０１４０】
　　C.　小当たりである場合
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　ステップS76において、当該大当たり又は小当たりが、小当たりである場合、ステップS
76の判定結果は「NO」となり、以後、短大当たりである場合と同様な処理が実行される。
【０１４１】
　このため、小当たり時の第１回～第１５回の各回における開閉扉８１の開閉動作パター
ンは、短大当たり時の各ラウンドにおける開閉扉８１の開閉動作パターンと同一になり、
遊技者は、開閉扉８１の開閉動作パターンを見て短大当たりが発生したのか小当たりが発
生したのか認識することは困難となる。
【０１４２】
　　(5)　賞球処理（ステップS5、図１１）
　賞球処理においては、図１１に示す大入賞口SW処理が行われる。
【０１４３】
　図１１において、遊技制御基板５０は、開閉扉８１が開放している大入賞口装置８に遊
技球が入賞して大入賞口SW２４がオンすると（ステップS111）、大当たり中のときは入賞
個数Cを「１」だけ加算し（ステップS112、ステップS113）、賞球１５個コマンドをセッ
トし払出制御基板５２に送信する（ステップS114）。賞球１５個コマンドを受信した払出
制御基板５２は、払出駆動モータ３２に指令信号を出力し、払出駆動モータ３２が駆動さ
れて１５個分の賞球が払出される。
【０１４４】
　以上説明したように、本実施形態のパチンコ遊技機は、所定条件を満たすと大当たりと
なり、遊技盤１に設けられた大入賞口装置８の開閉扉８１を開閉動作するパチンコ遊技機
において、ソレノイド８８を駆動源とし開閉扉８１を開放駆動する扉開放駆動機構８３と
、電動モータ９１を駆動源とし開閉扉８１を閉鎖駆動する扉閉鎖駆動機構８４と、ソレノ
イド８８への通電を制御するとともに電動モータ９１への通電を制御する遊技制御基板５
０（制御手段）と、を備え、遊技制御基板５０は、ソレノイド８８へ通電が開始されるこ
とによって開閉扉８１が全開した第１時点t1から、ソレノイド８８への通電が終了される
第２時点t2よりも前の第３時点t3までの期間内において、電動モータ９１へ通電を開始す
る制御を行う。
【０１４５】
　ここで、ソレノイド８８へ通電が開始されると、扉開放駆動機構８３により、開閉扉８
１は開放動作を開始し全開状態となる。開閉扉８１が全開状態となった後も通常はソレノ
イド８８への通電が継続されて開閉扉８１は全開状態に維持されるが、ソレノイド８８は
、磁力によってプランジャー８８bを吸引しており、この磁気吸引力は比較的小さいため
、開閉扉８１が全開状態にあるとき、プランジャー８８bへの磁気吸引力よりも大きな反
対方向の離隔力を外部からプランジャー８８bに加えることにより、プランジャー８８bを
反対方向へ引き離し、開閉扉８１を全開状態から閉鎖動作させることが可能である。
【０１４６】
　本実施形態のパチンコ遊技機においては、上記のように、開閉扉８１が全開した第１時
点t1から、ソレノイド８８への通電が終了される第２時点t2よりも前の第３時点t3までの
期間内において、扉閉鎖駆動機構８４の電動モータ９１へ通電を開始する制御を行うよう
にしている。通常、電動モータ９１は、ソレノイド８８よりも応答性に優れる。このため
、電動モータ９１への通電開始時点t4直後から、扉閉鎖駆動機構８４が作動を開始し、ソ
レノイド８８のプランジャー８８bに対し、ソレノイド８８による磁気吸引力よりも大き
な反対方向の離隔力を加えることが可能となり、開閉扉８１の閉鎖動作を開始させること
ができる。換言すると、ソレノイド８８への通電を終了する第２時点t2よりも前に開閉扉
８１の閉鎖動作を開始させることができる。また、電動モータ９１は、ソレノイド８８の
コイルばね８８dの弾性復帰動作よりも高速で動作することが可能であり、開閉扉８１を
全開状態から閉鎖状態へと高速で変移させることが可能である。
【０１４７】
　したがって、本実施形態によると、開閉扉８１を開放状態から閉鎖状態へ変移させるの
に費やされる時間を短縮し、開閉扉８１の１回当たりの開放時間を大幅に短縮させること
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が可能になる。
【０１４８】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機は、所定条件を満たすと長大当たり、短大当たり又
は小当たりとなり、遊技盤１に設けられた大入賞口装置８の開閉扉８１を開閉動作するパ
チンコ遊技機である。ここで、長大当たりは、大量の遊技球の入賞を可能にする大当たり
であり、短大当たりは、長大当たりと比べて遊技球の入賞が困難な大当たりであり、小当
たりは、開閉扉８１が短大当たり時の開閉動作と同一又は類似の開閉動作を行うものであ
る。そして、本実施形態のパチンコ遊技機は、ソレノイド８８を駆動源とし開閉扉８１を
開放駆動する扉開放駆動機構８３と、電動モータ９１を駆動源とし開閉扉８１を閉鎖駆動
する扉閉鎖駆動機構８４と、ソレノイド８８への通電を制御するとともに電動モータ９１
への通電を制御する遊技制御基板５０（制御手段）と、を備え、遊技制御基板５０は、小
当たり、及び、互いに同一のラウンド数をもつ長大当たり、短大当たりを発生させる制御
を行うよう構成されるとともに、小当たり発生時及び短大当たり発生時に、開閉扉８１が
互いに同一の開閉パターンで開閉動作するよう制御し、かつ、ソレノイド８８へ通電が開
始されることによって開閉扉８１が全開した第１時点t1から、ソレノイド８８への通電が
終了される第２時点t2よりも前の第３時点t3までの期間内において、電動モータ９１へ通
電を開始する制御を行う。ここで、小当たり発生時及び短大当たり発生時に、開閉扉８１
が互いに類似の開閉パターンで開閉動作するよう制御するようにしてもよい。
【０１４９】
　本実施形態によると、短大当たりのラウンド数M及び小当たりの開放回数Kを長大当たり
のラウンド数Nと一致させることが可能になり、ラウンド数表示器を設ける法律、規則上
の義務を回避し、短大当たりが発生したのか小当たりが発生したのか遊技者にとって殆ど
不明な状況をつくり出し、遊技の興趣を増進させることが可能になる。
【０１５０】
　なお、扉開放駆動機構８３のコイルばね８８dは削除可能であり、コイルばね８８dを削
除した場合でも本実施形態と同様な作用効果を発揮し得る。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】同パチンコ遊技機の電気系統のブロック図である。
【図３】遊技制御基板が実行するタイマ割り込み処理の内容を表すフローチャートである
。
【図４】始動口SW処理の内容を表すフローチャートである。
【図５】特別図柄処理の内容を表すフローチャートである。
【図６】大当たり判定処理の内容を表すフローチャートである。
【図７】大入賞口処理の一部の内容を表すフローチャートである。
【図８】大入賞口処理の他の一部の内容を表すフローチャートである。
【図９】大入賞口処理の更に他の一部の内容を表すフローチャートである。
【図１０】大入賞口処理の残部の内容を表すフローチャートである。
【図１１】大入賞口SW処理の内容を表すフローチャートである。
【図１２】大入賞口装置の要部の分解斜視図である。
【図１３】扉開放駆動機構の動作説明図である。
【図１４】扉閉鎖駆動機構の動作説明図である。
【図１５】本実施形態に係るソレノイド及び電動モータへの通電制御方法の一例を説明す
るためのタイミングチャートである。
【図１６】同じく本実施形態に係るソレノイド及び電動モータへの通電制御方法の他の例
を説明するためのタイミングチャートである。
【符号の説明】
【０１５２】
　１　　遊技盤
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　８　　大入賞口装置
　５０　　遊技制御基板（制御手段）
　８１　　開閉扉
　８３　　扉開放駆動機構
　８４　　扉閉鎖駆動機構
　８８　　ソレノイド
　９１　　電動モータ
　t1　　第１時点
　t2　　第２時点
　t3　　第３時点

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】



(23) JP 2010-82334 A 2010.4.15

【図１５】

【図１６】



(24) JP 2010-82334 A 2010.4.15

10

フロントページの続き

(72)発明者  宇佐見　敏幸
            愛知県名古屋市中区錦三丁目２４番４号　京楽産業．株式会社内
(72)発明者  中村　竜也
            愛知県名古屋市中区錦三丁目２４番４号　京楽産業．株式会社内
(72)発明者  松井　政和
            愛知県名古屋市中区錦三丁目２４番４号　京楽産業．株式会社内
(72)発明者  渕脇　巌
            愛知県名古屋市中区錦三丁目２４番４号　京楽産業．株式会社内
Ｆターム(参考) 2C088 AA09  AA13  BA69  EA06  EA10  EB12 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

